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（発言者） （発言内容）

それでは，議事に入り ます 。 まず ，本日の議題の （ １ ）新徳島県障害者施策長会 長

期計画重点施策の進捗状況について，事務局より説明をお願いします。

お手元の 〔資料 １ 〕 で ご ざい ます 。予算の状況につきま し て も 〔 資料 ２ 〕 に あ り事務局

ますが，合わせたかたちで説明させていただきたいと思います 。まず 〔資料 １ 〕 を

お開きください 。

重点 ・主要施策の実施計画 （案 ） と書いてございます。障害者基本法に基づき

ま して ，障害者の長期計画の策定しておる と ころでございます。 「新徳島県障害

者施策長期計画 」は ，平成 18年度から平成 23年度を計画期間 と定めてお り ま し

て ， こ の計画に基づいて障害者施策の総合的かつ計画的な支援を図 らせてい

ただいておるところでございます。目次でございますが，重点 ・主要施策としまし

て 8つの項目をあげさせていただいてお り ます 。啓発 ・広報 ，教育 ・育成 ，雇用 ・

就労，情報 ・ コ ミ ュニケーシ ョン ，保健 ・医療，生活支援，ユニバーサルな生活環

境，スポーツ ・ レ ク リ ェーシ ョン及び文化とい う 8項目を上げまして ，計画を策定し

ておる と ころでございます。本日はこの うちの ８項目の中の重点施策を中心に平

成 22年度の進捗状況，それから平成 23年度に向けての新規事業及び予算の状

況につきまして説明させていただきたいと思います。よろし くお願いします。

まず ， 1ページをお開き ください 。点字資料の 1ページ上段でございます。第 １

節の 「啓発 ・広報 」でございます。重点施策としまして ，各種広報媒体を利用した

啓発 ・広報事業をさせていただいております 。県が実施しております広報の事業

につきま して ，それを活用するかたちで障害者に対する理解 と認識の啓発を推

進する とい う こ とで取 り組ませていただいてお ります 。数値目標としま しては ，平

成 22年度の実績見込みでございますけれど も ，広報番組の字幕挿入番組が 50

本 ，その うち 50本全て手話の挿入をする見込みになってございます。それから平

成 23年度末の目標 と し ま し ては ，同 じ く テ レ ビ広報番組すべてを手話または字

幕番組にするということで目標として挙げさせていただいております。

2ページをお開きください 。点字資料の 6ページの上段からでございます。 【 ２

福祉教育等の推進 】で ございます 。一つはボランテ ィ ア活動の推進モデル地域

の指定 ・支援でございます。ボランティア教育に意欲的な地域をモデル地域と指

定しまして ，児童 ・生徒にボランテ ィア活動に対する関心 ・理解を深めてもら うた

めに ，それぞれの地域の実情に応じた取組を実施してお り ます 。平成 22年度末

の実績見込みでございますが ，指定地域が累計で 22地域 ，平成 21年度末 と比

べまし て 1地域増 となってお り ます 。平成 23年度末の目標は 25地域 と している と

ころでございます。

続 きま し て ，点字資料 7ページの上段でございます 。特別支援教育推進事業

でございます 。 これにつきましては ，特別支援教育コーディネーター ，特別支援

学級新担任者等 ，特別支援教育を推進する教員に対する研修会を実施してお



- 2 -

り ます 。平成 22年度末実績見込み と し ては ，受講者数が 915人 と い う こ と にな っ

て ございます 。 平成 23年度末目標は毎年 950人 と い う 目標 を挙げてお り ますの

で，これを目指して来年度も取り組んでいきたいと思っております。

新2ページの一番下，点字資料では 8ページ中ほどでございます。主要施策で○

と な っ てお り ます 。平成 ２ ３年度の新規事業で ，特別支援教育の体制整備の推

進事業です。これは各種研修会において教職員へ特別支援教育の理念の浸透

を図る と と もに ，教員や保護者向けパンフレ ッ ト の作製 ・配布を通し ，広 く啓発 ・

広報を進めるとい う事業です。予算としましては， 510万円を計上しております。

続 き ま し て 4ペ ー ジ を お開 き く だ さ い 。 点字資料は 11ペ ー ジ上段で ご ざい ま

す 。 「 第 ２節 教育 ・ 育成 」 で ございます 。重点施策 と し て ，特別支援教育推進

事業を挙げてお ります。 これは先ほども述べましたよ うな教職員の研修とと もに，

医師に よ る相談会あ るいは地域特別支援連携協議会連絡会を実施して ，市町

村におけ る特別支援教育の支援体制構築を支援する とい う も のでございます 。

平成 22年度の実績でござい ますが ，個別の指導計画の作成校数については ，

全小中学校で作成できたとい う こ とでございます。平成 23年度末目標につきまし

て も ，同 じ く全小中学校で個別の指導計画の作成を行 う とい う こ と に なってお り

ますので，引き続き平成 23年度も目標達成を目指したいと考えております。

それから主要施策の上から 5つ目でございます 。点字資料は 13ページ中ほど

で ござい ます 。児童福祉施設整備事業 とい う こ と で ， 発達障害者支援セン ター

の移転改築工事費 とい う の を挙げてお り ます 。 これは ，発達障害者及びその家

族に対する県下の総合的な支援拠点 と して ，セ ン ターの機能強化を図るため ，

旧徳島赤十字病院跡に平成 24年度開設を目指して ，発達障害者支援センター

を移転改築をする とい う計画でございます 。移転改築の費用としまして ，平成 23

年度当初予算に 8,470万円を計上しているところでございます。

続きまして 5ページ ，点字資料 16ページの下段をお開き ください 。 と書いて○新

お り ます 。 これは先ほど 「 第 １ 節 普及 ・ 啓発 」 の と こ ろで も説明し ま し た ，特別

支援教育の理念の浸透を図ると ともに，教員や保護者向けのパンフレッ トの作成

510万円のところ，予算の分を再度計上しております。

【 ２ 特別支援教育の充実 】の重点施策，点字資料は １ ７ページ中ほどの放課

後児童対策事業でございます 。学校の余裕教室 ，児童館など身近な社会資源

を活用し ，就労等によ り保護者が昼間家庭にいない児童の育成 ・指導を行 う た

めの放課後児童 ク ラブで ，案件に該当する障害児の受け入れを図 る とい う も の

でございます 。平成 22年度実績 と し ま しては ，累計で 16市町村で受け入れを し

てい る と い う こ と で ございます 。平成 23年度目標 と し ま し ては ，全市町村で受け

入れ態勢を整えるとい う目標を設定しております。

それから ，その下 ，点字資料 18ページ中ほどでございます 。 と く し ま特別支援

総合サポート充実事業でございます。 これは，特別支援学校が中核とな り ，小中

学校及び高等学校に在籍する障害のある児童生徒への支援として，巡回 ・通級

による指導，ボランテ ィアの要請 ・派遣 ，保護者相談等を行う と と もに ，地域社会



- 3 -

への情報発信や交流促進によ り特別支援教育の理解 ・啓発を促進するこ とで ，

総合的にサポー ト を行 う と い う事業でございます 。平成 22年度実績 と し ま し て ，

巡回相談による指導はすべての特別支援学校で実施をさせていただいておりま

す 。 ボ ラ ン テ ィ ア の要請派遣は 4校で実施 とな ってお り ます 。引 き続 きすべての

特別支援学校で実施するよ う努力していきたいと思っております。

続きま して 6ページお開き くだ さい 。点字資料が 22ページ上段でございます 。

来年度の新規事業としまして ，高等学校発達障害等支援事業を実施させていた

だきます 。高等学校において様々な障害で特別な支援をを必要とする生徒に対

し ，緊急的に支援員を配置し，生徒の特性に応じた個別的な支援を行うこ とによ

り学校生活の充実を図るとい う事業でございます。来年度予算で 93万 8,000円計

上しております。

続 きま して 【 ３ 社会的及び職業的自立の促進 】の重点施策でございます 。点

字資料 23ページの上段 ，進路開拓推進事業でございます 。 これは特別支援学

校の教員が ，県内事業所や福祉施設を訪問し ，雇用や就業体験についての依

頼を行 うな ど ，進路開拓の推進を図る事業でございます 。平成 22年度の実績 と

し ま しては企業等の訪問回数が延べ 950回になってお り ます 。引き続き目標と し

ま しては 1,000回 を目標 と してお り ますので来年度もそれに向けて努力したい と

思っております。

続 きましてその下の段，主要施策でございます 。点字資料は 24ページ下段で

ございます。新規事業で障害者が働きやすい職場づく り事業でございます。これ

は ， 図書館や博物館等の教育機関において ，障害のあ る方が働きやすい職場

環境を構築す る こ と に よ り ， 教育委員会におけ る障害者雇用のモデルケー ス と

する事業でございます 。平成 23年度は県立図書館 1名 ・県立総合センター 1名の

計 2名の雇用を予定をしております。障害のある方が窓口業務等の実務を行うな

かで ，働きやすい職場環境を構築， こ うい った ものをモデルケース と して考えた

い事業としておりまして ，予算としましては 413万 1,000円を計上しております。

次の新規事業は特別支援学校開校準備事業でございます 。点字資料は 25ペ

ージ中ほどでございます 。平成 24年度開校予定の 「徳島県立みな と高等学園 」

の 開 校準備の一貫 と し て ， 社会 的 ・ 職 業的自立に向け た教育の充実 を図 る た

め ，事業所等を訪問して就業体験等の開拓及びデータベース化を行う事業でご

ざいます。予算としましては， 233万 2,000円計上しております。

続き まして 9ページをお開き くだ さい 。点字資料は 36ページ中ほどでございま

す 。 「第 ４節 情報 ・ コ ミ ュニケーシ ョ ン 」の重点施策で，障害者交流プラザの利

用促進でございます。視覚や聴覚に障害がある方の自立促進を図るため各種事

業を実施している と こ ろでございます 。聴覚 ・視覚障害による相談事業，点字や

朗読等によ る情報提供 ，視覚障害者に対するボランテ ィ アの養成，歩行訓練や

パソコン講座等の社会適応訓練の実施を行っております。平成 22年度末の実績

としましては ，利用者数が累計で 3万 9,638名であ り ， 1年間で 9,000名の増となっ

てお り ます 。平成 23年度の目標 と し ま しては累計で 5万人 とい う目標を挙げてお

り ， これに向けて取り組んでいきたいと思っております。
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それか ら 1番下 の と こ ろ で ご ざい ます 。 点字資料は 39ペー ジ上段でご ざい ま

す 。徳島発達障害情報支援ネ ッ ト ワ ー ク構築事業でござい ます 。 これは先ほど

説明しま した ，平成 24年 4月の発達障害者総合支援ゾーン開設を見据え ， 「 と く

し ま発達障害総合支援ポータルサイ ト （ 仮称 ） 」 を開設し ，各関係機関や地域の

取組に係る最新の情報を集約 （ リ ン ク ） し ， 分か りやす く提供する こ と に よ り ， 情

報支援の充実を図 り ，発達障害者 （児 ）の日常生活及び社会生活を支援したい

と考えております。予算は 100万円を計上しております。

続きまして 11ページ，点字資料は 46ページの上段でございます。 「第 ５節 保

健 ・医療 」 の重点施策 ，重症心身障害児 (者 )の通園事業でございます 。在宅の

重症心身障害児 （者 ） が通園に よ り ， 日常生活動作や運動機能などの訓練 ・ 指

導 を実施する と と も に ，保護者に家庭におけ る療育技術を習得させ るための事

業でござい ます 。施設数は 6か所 と い う実績でございま し て ， それぞれ圏域ご と

に施設を配置しまして事業に取 り組んでいる と ころでございます。平成 23年度末

目標としては施設 7箇所としております。

続 きま して 12ページ ，点字資料 50ページの下段をお願いします 。重点施策，

難病患者地域支援対策推進事業でございます 。 これは在宅の難病患者の療養

を支援するため，保健所を中心として医療及び福祉関係者の連携のもと ，保健 ・

医療 ・福祉にわたる各種サービスの適切な提供を行う計画の策定や難病医療の

相談，訪問相談 ・訪問指導を実施する事業でございます。平成 22年度の実績見

込み と し ま し ては ，サー ビスの計画策定数が累計で 560件 ，平成 22年度単独で

は 49件策定をしたとい う こ とでございます。相談件数としては年間 530件でござい

ます。

続きま して 13ページ ，点字資料は 52ページの中ほどでございます 。難病患者

等ホームヘルパーの養成研修でございます 。難病患者等ホームヘルパーの養

成研修を開催し ，難病に関する知識やホームヘルプに必要な技能を取得したホ

ームヘルパーを養成する事業でございます。平成 22年度の養成人員は累計で 1,

523名 ， 平成 22年度単独では 67名です 。平成 23年度末目標数は 1,548名 とな っ

ております。

続 き ま して ，精神科デイケア施設の整備でございます 。点字資料は 53ページ

上段でございます 。精神障害者が地域での社会生活に適応できるよ う訓練を行

う施設の整備とい う こ とで ，平成 22年度の実績見込で累計 17ヶ所設置してお り ，

平成 23年度末目標は21ヵ所の設置となっております。

続きまして 16ページ，点字資料は 63ページ上段， 「第 ６節 生活支援 」の分野

でございます 。重点施策としま して ，障害者交流プラザ管理 ・運営事業でござい

ます 。障害者の活動 と交流の拠点であ る障害者交流プ ラザで行 う各種イベン ト

や交流事業等の運営を支援 ・協力する運営ボランテ ィアを養成する事業でござ

います 。平成 22年度実績見込みとしまして ，運営ボランテ ィア登録者数累計 355

人 ，昨年度末実績から 150人増となっております 。平成 23年度末目標ですが，運

営ボランティア登録目標数，当初累計 250名でございましたが，平成 22年度末の

実績で目標を超えま したので ，新規目標 と し て累計 430名 を設定し ま した 。 これ



- 5 -

までの平均ボ ランテ ィ ア登録者数が約 80名でございま したので ，平成 23年度末

目標としましては 355名からの約 80名増とい う こ とで，平成 23年度末は累計 430名

を目標に取り組んでいきたいと思っております。

それから 17ページの 1番下 ，点字資料 75ページの下段でございます 。新規事

業で ，障害者虐待防止対策の支援事業でございます 。障害者虐待の未然の防

止や早期発見 ，迅速な対応，その後の適切な支援を行 うため ，地域における関

係機関の協力体制の整備や支援体制の強化を図る事業で，連携協力体制の整

備 ，障害者虐待防止 ・権利擁護研修を行 う ものでございます 。平成 23年度予算

として 90万円計上しております。

続 きま し て 20ページ ，点字資料 88ページ中ほど 【 ５ 専門職種の養成 ・確保 】

で ございます 。重点施策 とし て ，盲ろ う者通訳 ・介助員派遣事業でございます 。

重度の盲ろ う者の コ ミ ュ ニケーシ ョ ン を確保 し ，自立 と社会参加を図 るため ，通

訳 ・介助員を派遣するとい う もので ，平成 22年度末実績見込みとして ，累計 2,36

8件 ， 昨年度実績から約 535件増 となっ てお り ます 。平成 23年度末目標 とし て累

計 2,700件でございます。

続きま して 23ページ ，点字資料は 102ページの上段でございます 。 「 第 ７節

ユニバーサルな生活環境 」の 【 １ 住宅 ，建造物のユニバーサル化の推進 】で ご

ざいます 。重点施策 として ，ユニバーサルデザインによ る街づ く りの推進に関す

る条例の施行の充実 とい う こ と で ，徳島県ユニバーサルデザインによ り る まちづ

く り の推進に関する条例によ る事前協議で ，整備項目を全て満た してい る施設

を増加させる とい う ものでございます 。平成 22年度末の実績見込みとして ，適合

施設が 337件であり ，平成 23年度末で 400件を目標としております。

続きまして 24ページ，点字資料 106ページの下段でございます。 【 ２ 公共交通

機関，歩行空間等のユニバーサルデザイン化等の推進 】の重点施策，広域的環

線的生活バスの活性化事業補助金でございます 。バ ス事業者が行 う ノ ン ステ ッ

プバスの導入に対して ，補助を行 う事業でございます 。平成 22年度末実績見込

みが累計 82台 とい う こ とで ，平成 21年度 と比較して 3台増 とい う こ とで ，目標を達

成しておりますので，新規目標を 87台として取り組みたいと思っております。

それか ら 26ペー ジをお開 き く だ さい 。点字資料 113ペ ージの上段でございま

す 。 「 第 ８節 スポー ツ ・ レ ク リ ェー シ ョ ン及び文化 」の 【 １ ス ポーツ ・ レ ク リ ェー

シ ョ ンでの振興 】で ございます 。重点施策の障害者交流プラザでの利用促進で

ございます 。障害のある方の体力の維持 ・向上を図るため ，各種のスポーツ ・ レ

ク リ ェーシ ョ ン教室を開催してお り ます 。体育館 ，温室プールを活用した各種ス

ポーツ ・レ ク リエーシ ョン教室の開催， トレーニング室を活用した ，障害の程度や

健康状態に応じた継続的な トレーニングを支援しておりまして ，平成 22年度末の

実績見込みは ，障害者スポーツセンターの利用者数が累計 31万 5,277名でござ

います 。 1年間で 6万 7,000人の利用を実績見込みとして挙げてお ります 。 この部

分も平成 23年度目標を達成しま したので ，新規目標として 6万 7,000人増の 38万

2,000人を来年度の目標として取り組みをさせていただきたいと思っております。

続きまして 27ページをお開き くだ さい 。点字資料の 116ページ下段でございま
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す 。 【 ２ 芸術 ・文化 ・ 余暇活動の振興 】 と い う こ と で ，重点施策 と し ま して ，障害

者交流プラザの利用促進を挙げさせていただいてお り ます 。障害者交流プラザ

におきま しては ，障害のあ る人の心身機能の維持改善，教養 ・生活の質の向上

を図るため，各種の文化 ・芸術等の創作活動，アー ト ワークルームを活用した陶

芸や手芸 ， あ るいはプレ イルームを活用した音楽やダンス ，調理実習室を活用

した調理 ・菓子作 り といった活動の支援を実施している と ころです 。平成 22年度

の実績見込みは利用者数が累計で 23万 8,411人 ，平成 22年度単年度で約 5万 4,

000人増の利用見込みをさせていただいております 。平成 23年度目標が 28万 4,0

0 0人 と い う こ と で目標に向けて取 り組み させていただ きたい と思ってお り ます 。

以上 ，重点施策の部分につ き ま し て説明を させていただ き ま し た 。 その他主要

施策の事項もございますが ，その他の事業については御覧いただけた ら と思い

ます。

引 き続 き 〔 資料 ２ 〕 を お願いし ます 。 〔 資料 ２ 〕 は障害者の施策関係予算の状

況でございます 。平成 22年度の当初予算額 と平成 23年度の当初予算額を数字

で比較 した資料でございます 。一番最後の 9ページをお開 き くだ さい 。 ト ー タル

の予算額でございます 。平成 22年度の当初予算が 110億 2,076万 1,000円 であ り

ま した と ころ ，平成 23年度当初予算は 112億 6,054万 7,000円 とい う こ とでございま

す 。 2億 3,900万余 りの増加でございます。増加率と しては約 2.2%で ございます。

事業 と しては ，継続事業が 205事業 ，新規事業が 6事業で ，全 211事業がござい

ます 。なお ，資料の中で予算額が 「 0」 と い う事業が入ってお り ます 。 これは予算

が 「 0」 で ござい ますが ，ゼ ロ予算事業 とい う こ と で ，予算をかけずにいろいろ工

夫して事業実施をする とい うのが数字 「 0」 と い う事業でございます 。平成 23年度

予算は骨格予算とい う こ とになってございますので ， これは平成 23年度に入 りま

して補正予算で検討を経て，予算化する とい う可能性があるわけですけども ，現

時点での平成 23年度 と昨年度の当初の予算を比較 した数字が ，今申 し上げた

数字となってございます 。以上 ，非常に簡単でございますけれど も ， 〔 資料 １ 〕 と

〔資料２ 〕 を説明させていただきました。ど うぞよろしくお願いします。

はい ，それでは事務局から説明がございま した 。 〔資料 １ 〕 〔 資料 ２ 〕及び先ほ会 長

どの説明内容について皆様から御意見等をお伺いしたい と思います 。どなたで

も結構でございますので ，それぞれのお立場で御意見も し くは御感想含めて よ

ろしくお願いします。

はい，ど うぞ 。

先の障害者交流プラザのこ とでお伺いしたいんですけども ， 2階に視覚障害者○○委員

支援センター とい うのがあって ，講座以外にも日常的な支援がされている と思 う

んですけど も ，肢体障害の方の支援は障害者交流プラザで何をして くれ るのか

な ， と肢体障害の仲間と言ってるんです。講座などでも重度の方は参加できるの

か ，パ ソ コ ン講座は参加でき る と思 う んですけど も 。私 も逐一確認 してい るわけ
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ではないですけど も ，私た ち もサー クル と し て よ く利用 させていただいているの

ですが，障害者交流プラザが主催としての肢体障害者，特に重度の肢体障害者

に対するプログ ラム とい うのは現在どのよ う な ものがあるので し ょ うか 。お聞かせ

願えたらと思います。

後ほど補足があると思いますが，私の方から説明したいと思います。障害者プ事務局

ラザの事業 としま しては ，アー ト ワー クルーム とい うのがございま して ，陶芸や手

芸などそ ういった講座をさせていただいており ます。あるいは ，絵画などそ うい う

芸術 ・文化のための講座，それから調理実習室とい うがあ りますので，調理やそ

ういった活動もやっております。それから，プレイルームで音楽活動もやっており

ます。そ ういった講座をやっており まして ，御希望の方は御参加くださいとい う こ

と で実施 させていただいてお り ます 。 それで今 ，委員のお尋ねの肢体に障害が

ある方に対して とい うのは対象になってございませんけれども ，御希望いただけ

れば参加でき る よ うになってお り ます 。 それ と委員の方々も御承知のとお りです

けれど も ，障害者交流プラザの中のプールであ り ます とか ，体育館であ り ます と

か ， そ うい う施設につき ま しては肢体に障害があ る方々もた く さんご利用いただ

いて運動機能の回復に活用されているとい うふうに理解しております。

社会参加担当でございます。障害者交流プラザで行っております各種講座に

ついて重度の障害者の方が参加を希望された と き ，障害者交流プラザボ ランテ

ィ ア とい う のがお り ま して ，講座を受ける際の様々なお手伝いな り ，事業団の方

が相談に乗せていただいてボ ランテ ィアがお手伝いして講座に参加していただ

く といったよ う な対応 も と ってお り ます 。 またお問い合わせいただいたら と思いま

す。

実際にお手伝いをお願い し て参加 してい る方 と い う の はい ら っ し ゃ る んです○○委員

か。

今までの実績 と しては ，知的障害者の方が講座に参加したい とい うお申出が事務局

あった と き にボ ラ ンテ ィ ア と し て参加 ・ 支援 を した と い う実績は聞いてお り ます 。

肢体の重度障害の方の実績については聞いておりません。

その講座の参加募集というのは元々障害者だけではないというこ とでし ょ うか。○○委員

すべての講座が障害がある方もない方 も一緒に受けていただ く講座になって事務局

おります。

その場合障害者の参加率とい うのはどれぐらいでし ょ うか 。知的障害のある方の○○委員

問い合わせがあっ た と い う こ と は た まに あ るのかな ， とい う印象 を受け るのです

が，実際の参加状況というのは。
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定員が 10名～ 20名 といった講座がほとんどなんですけれども ，その半分から 3事務局

分の1が障害者であると聞いております。

それは知的 ・肢体 ・視覚 ・ 聴覚など とい う障害種別でい う と ， ど の種別の方が○○委員

多いのでしょ うか。

先日参加しました陶芸講座などは ， 10名ほどの中に障害のあるお子さんが 5，事務局

6名参加されてお りま した 。そ こにボランテ ィアの方が 2名ほど入っており ました 。

肢体障害者の方はそのときは御参加がありませんでした。

その 5， 6名のお子さんはどの障害種別なんでしょ うか。○○委員

広汎性の障害も含めて，大きく捉えて知的障害の方と把握しております。事務局

ありがと うございました。○○委員

はい，他にいかがでしょうか。どういうことでも結構ですが。はい，お願いします。会 長

予算関係で 〔資料 ２ 〕 の 9ページの上から 2番目の障害者スポーツ特別振興事○○委員

業で，平成 22年度に 100万だったのが，平成 23年度は 300万になっているのはど

のような意図があるのですか。

平成 22年度の予算が 100万だ ったのが ，平成 23年度は 300万になった根拠を会 長

お教え願いたいということですね。

障害者 ス ポ ー ツ特別推進事業で ご ざい ま す 。 こ れは その下の段に ご ざい ま事務局

す ，全国ろ う あ者体育大会 とい う のが平成 22年度に開催 されま し て ，聴覚障害

者の福祉協会をはじめ と して実行委員会で全国大会を開催 した と こ ろでござい

ますけれども ，これは平成 22年度の事業ですが，そ ういった障害者のスポーツの

振興，その面をまたある意味では引き継ぐとい う よ うな形で平成 23年度障害者の

スポーツのための振興の事業を実施したい とい う こ とで考えてございます 。具体

的にはこれからでございますけれど も ，障害者スポーツで全国的に有名な方を

お呼びして ，そのスポーツの振興を県内の障害者の方々にも普及してい く ，そ う

いったこと も考えております。

おおまかなことは分かりました 。あ りが と うございます。 このよ うに予算を増額し○○委員

ていただけるのは結構なことだと思います。よろしくお願いします。

はい，それでは他にいかがでしょ うか。はい，ど うぞ 。会 長
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障害者交流プラザでは ，聴覚障害者パソコ ン講座 とい うのが以前は開催され○○委員

てお り ま したが ，最近開催されていないよ うに思います 。聴覚障害者のパソコ ン

講座というのはど うなりましたか。今開催される予定はありますか。

障害者交流プラザの中にはパソコンの部屋がありまして ，そちらの方では障害事務局

者の方が参加していただけるパ ソ コン教室も フル稼働で ，貸 し出 しを してお り ま

すが ，県の支援 と して障害者自立支援法の中の地域生活支援事業において予

算をつけているパソコン教室とい うのは障害者交流プラザの中では行ってお りま

せん 。ただ ，障害者の臨時特例交付金事業の中におきましては基金事業にな り

ますが ，障害者の相談の場づく り と い う こ とで ， ピアサポー ト とい う観点から障害

者のパソコン教室 ， Ｉ Ｔ のスキルを学んでいただ く とい う場づ く りの設備整備の充

実 とい う こ と で ， 平成 19年度か ら これ まで県内の障害保健福祉圏域 ３つの圏域

に渡って圏域ごとにパソコン教室の設備整備を充実させてきたとい う経緯はござ

います。

も う少し補足説明をお願いできますか。会 長

聴覚障害者の方を対象にかつてはパソコン講座を開催していたとい う こ とで ，事務局

それがど うなったのかとい う こ とについては ，その部分の講座は確かに開催でき

てお り ません 。聴覚障害のあ る方専用のパソ コ ン講座は申 し訳ないですが ，来

年度も対象になってございません。ただ，聴覚に障害がある方専用のパソコン講

座のニーズが高い とい う で ございま し た ら ，我々事業実施の中で新たに聴覚に

障害がある方専用のパソコン講座の開催を考慮 ・検討させていただきたいと思っ

ております。

ありがと うございました。ぜひお願いします。○○委員

はい ，それでは他に御意見等よろ し くお願いします 。本日は県の担当者の方会 長

々 も こ ち らに出席されてお り ます 。いかがで し ょ う か 。公募委員の方もおいでで

すけど も ，何かございませんか 。他の委員の方々もそれぞれの立場で御意見を

よろし くお願いします。はい，ど うぞ 。

〔 資料 ２ 〕 の予算で ，ゼ ロ予算事業 とい う のがあ り ま し て ， い ろいろ と工夫 して○○委員

実施するというこ とだったんですけども，これの平成 22年度の実績といいますか，

例をお聞かせ願えた ら と思います 。平成 22年度 も予算 「 0」 ， 平成 23年度 も予算

「 0」 と い う こ となので実施されていると思 うんですが，ど ういったことがあったのか

をお聞かせ願えたらと思います。

ゼ ロ予算事業につきま しては ，基本的に職員のマンパワーのみで行 う事業で事務局

す。例えば， 〔資料２ 〕の 9ページの上から 7つ目， 「障害者わくわく ・感動体験！ 」
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支援事業で言いますと ，障害児の方，特に施設に入所されている障害児の方に

対 し て い ろ い ろ な 所に外出す る機会 を設けていか なけ ればな ら な い と い う こ と

で ，例えば ，県の管轄施設 「渦の道 」の入場券を ，無料で各障害児施設に必要

枚数を差し上げるとかそ ういったことを実施してお ります。アー トバルーンを製作

する方を希望する施設に派遣させていただ くなど ，ボ ランテ ィアでやっていただ

け る方 も協力いただいて予算をかけずに障害児の方にわ くわ く体験を していた

だ く とい う事業です 。あ とは 「働きたい！応援事業 」 とい うのがあ りま して ， これは

障害者就労支援事業所で働かれている障害者の方が作った製品 ・パン ・お弁当

などいろいろなものを県の施設で販売して貰お う とい う ものです 。県の合同庁舎

等いろいろな出先機関等で障害福祉課が場所と時間を設定させていただいて，

各庁舎の管理者 と調整させていただいて ，そ こで希望する事業所に出向いても

らって ，そこで販売実践をしていただく とか ，そ うい う こ とに関しましても予算をか

けずにできるとい う ことで ，そ ういったことをさせていただいております 。

よろしいでしょ うか 。会 長

はい，あ りがと うございました。○○委員

他にございませんでしょ うか。はい，ど うぞよろし くお願いします。会 長

重度視覚障害者を対象にしたサービスが自立支援給付の中に入ると思 うので○○委員

すが ，同行援護について県の方がどのぐ らい情報を把握しているのかをお教え

願いたいと思います。

同行援護につきま しては ，平成 23年 10月 1日から個別給付で始まる とい う こ と事務局

を聞いてお り ます 。重度の視覚障害者の方の，現在，地域生活支援事業で行っ

ている移動支援の部分を個別給付の方に移し，そちらの方で支給するとい うこ と

を聞いてお り ます 。具体的な内容につきま しては基本的には移動支援で行って

いる よ う な仕組みで ，それをそのまま個別給付に移す とい う認識でお り ます 。 そ

れ以上の詳しいこ とは情報が入っておりません。平成 23年 2月 22日に開催された

全国障害保健福祉関係主管課長会議では ，今申しま した よ うに平成 23年 10月 1

日 か ら施行をす る予定であ り ，重度視覚障害者 （児 ） の移動支援を外出時に同

行し ，当然必要な情報の提供や移動の援護を行う とい う よ うな情報しかまだ出て

おりません。

分かりました 。○○委員

はい ，あ りが と う ございま した 。他にいかがでし ょ う か 。 どの よ う な こ とで も結構会 長

でございます。よろしいでしょ うか 。
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県が主催する行事，例えば講演会や学習会など全ての行事に手話通訳や要○○委員

約筆記をつけていただ きたいです 。障害関係だけで一般の行事に手話通訳や

要約筆記をつけるとい うのはまだないと思うんです。よろし くお願いします。

平成 18年に障害者自立支援法が施行にな り ま し た と き ，個人派遣ではな く ，事務局

た く さんの方が集ま ります集会ですとか，会議ですとかそ ういった集まりに対する

手話通訳者の派遣に関しては，その主催者の方で手話通訳者を準備する とい う

こ と に な り ま し て ，県では ，例えば県の主催事業であ り ま し た ら ， それぞれ担当

す る担当課の方へ情報保障 ・ コ ミ ュ ニケーシ ョ ン保障 とい う こ と で手話通訳ある

いは要約筆記，そ ういった保障に対する予算も担保した うえで主催していただ く

よ うにと ，事務連絡という形で文書を発出した経緯があります。

今担当がお答えしました情報の保障とい う ものは極めて重要だと ，我々と して

も認識してお ります。県が主催の行事がまずそれを率先すべきだとい う観点から

の御質問だ と思い ますが ，県の主催す る全国規模の大 きな大会に手話通訳や

要約筆記 ， あ るいは磁気ループが設置 され るケー スが最近増えてき てい るか と

思います。大きな行事になれば情報保障の観点で手話通訳等を設置すべきとい

う認識がだいぶ広がってきている と私自身思ってお り ますが ，すべてがそ うであ

るか とい う と当然ながらそ うではない とい う こ とで ，その現状は確かにその とお り

だ と思っております。障害福祉課としては，まずは庁内から情報保障の重要性の

視点を広げさせていただいて ，一つで も多 く手話通訳が入った会議にしていた

だ く よ う に我々 も努力して庁内周知に努めたいと思ってお り ます 。以上でござい

ます。

例えば，兵庫県では 300人以上の県の主催する事業にはすべて手話通訳また○○委員

は要約筆記をつけるよ うに準備しています。それが兵庫県の例です。

貴重な情報あ りが と う ございます 。私どもはそ うい う参加者数で把握するとい う事務局

考えは持ってお り ませんで したけど も ，そ うい う県の情報も調べさせていただい

て，庁内の周知の際に活用できると思います。検討させていただきます。

ありがと うございました。○○委員

ありがと うございました。他によろしいでしょ うか。はい，お願いします。会 長

発達障害者の総合支援ゾーンができる とい う こ とで ，大変新聞にも報道されて○○委員

おりまして全国的にも先駆的な取り組みで地域の方 ・県民の方が期待をしている

事業の一つではないか と思います 。把握してい る範囲で結構ですけれど も ，発

達障害を持つ子供たちに対してど うい う専門的な，全国発信できる よ うな専門的

な教育が用意 されているので し ょ う か 。分かる範囲でけっ こ う ですので教えて く
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ださい。

はい，よろしくお願いします。会 長

御質問にあ り ま し た よ う に ，み な と高等学園 とい う ですけど も ，全国的に非常事務局

に注目 されている と こ ろで ございます 。 その対象 とす る方が今言われま した よ う

に発達障害の方 ，その方に関してど うい う風な教育を準備しているのか とい う よ

な こ とで し ょ うか 。 この学校は高等部のみの学校です。それで高等部を卒業しま

す と保護者の方が 「自分たちが年老いたときに子供たちのことが本当に心配だ。

可能な限 り職業的自立を目指していきたい 」 と よ く 言われます 。そ うい う よ う な こ

と を多 くの方が言われますので ， この学校は職業的自立に向けた専門教育を行

う とい う こ とが一つの特徴でございます。ですから ， も しかしたら同様の学校がで

きたときには，大学進学を目指す学校ができる可能性もあ りますが ，本県の場合

はその よ う な保護者のお気持ちを受け入れる中で ，職業的自立を目標 と してい

きたい と思ってお り ます 。それに向けて 1年生の時から就業体験，今計画してお

り ますのは 1学期につき 2週間程度を 1学期また 2学期も就業体験してい く中で ，

自分の職業適性を一人ひ と り の生徒さんが見つけてい く とい う よ う な こ と を考え

てお り ます 。また ２つめは ，発達障害の方がち ょ う ど思春期にな り ます と ，やは り

ス ト レ ス等で心身症等になっている場合もあ り ますので ，カウンセ リ ングのよ う な

働きかけを十分に行っていく とい う よ うな こ と も考えております 。カウンセ リングの

よ う な働 きかけを十分に行ってい くの と就業体験を頻繁に行ってい く ， これが一

般の高等学校 と違 う 特徴 では ないか と 考 え てい る と こ ろ で ご ざ い ます 。 以上で

す。

ありがと うございました。会 長

どう もあ りがと うございました 。○○委員

他にいかがでし ょ うか 。 よろ しいでし ょ う か 。時間の関係もございますので，議会 長

題 １につき ま しては終了させていただき ます 。御意見等は今後の障害者施策へ

の 積極的 な取 り 組み を お願 いす る こ と と し ま す 。 そ れ で は ， 次 の議題 に移 り ま

す。議題３ ，障害者施策の動向につきまして御説明よろし くお願いします。

〔 資 料 ３ 〕 を お手元にお願い し ます 。 障害者施策の動向についてでございま事務局

す 。 1ページをお開き くだ さい 。御承知の方も多いか と思いますが ，障害者施策

の大 きな動向を書かせていただいてお り ます 。 1点目 ，障害者自立支援法は廃

止とい う こ とが政権で決定しており ます 。それで障害者総合福祉法を制定する と

い う こ とになってございます。障害者総合福祉法は平成 25年 8月までに実施する

とい う方針が出てお り ます 。 2点目も障害者総合福祉法 （仮称 ）の検討のために

障がい者制度改革推進会議の下に総合福祉部会とい うのが設置されてお りま し
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て ，様々な検討がなされている と こ ろでございます 。平成 22年 6月には基本的な

方向（第 １次意見 ）が出されたところでございます。

次の項目でございます 。一方 ，平成 22年 4月からは利用者負担の部分で低所

得者の障害者及び障害児に対す る利用者負担を無料にす る と い う新 たな利用

者負担軽減策 も出てお り ます 。 それから昨年 12月に障害者自立支援法の一部

改正があ り まして ，利用者負担が応益負担から応能負担を原則とする こ と と され

ました。これは後ほど説明させていただきます。

2ページをお開き くだ さい 。 これ も御存知の方が多い と思いますけれど も ，障

がい者制度改革推進本部というのができまして ，右の方に書いておりますけれど

も当面 5年間が障害者制度改革の集中期間 と位置づけて改革を推進してい く と

い う 考 え が打 ち出 さ れてお り ま す 。 部会の開催 と い う こ と で必要 な総合福祉部

会，あるいは差別禁止部会が設置されてお りまして ，精力的に検討されていると

ころでございます。

3ページをお開き くだ さい 。障害者制度改革の推進のための基本的な方向に

ついて閣議決定された と ころでございます 。左の下の方の表をご覧 くだ さい 。改

革の基本的方向 と今後の進め方 （ １ ） （ ２ ） （ ３ ） と書いてお り ます 。 （ １ ） が障害者

基本法の改正とい う こ とで平成 23年に法案提出を目指すと されてお ります。 （ ２ ）

で ご ざいますが ，障害を理由 とす る差別の禁止に関する法律 ， これ も平成 25年

に法案提出を目指す と書かれてお り ますが ，障害者差別禁止法も検討をする と

い う こ と ， それから最後でございますが障害者総合福祉法 (仮称 )の制定とい う こ

と で障害者自立支援法を廃止し ，新たに障害者総合福祉法 とい うのを制定する

とい う こ とで ， これは平成 25年 8月までの施行を目指すとい う こ とで ，大きなと ころ

と し ては ，今申 し上げた ３つ ，障害者基本法 と障害者差別禁止法 と障害者総合

福祉法，この改正を目指すというこ とが方針として出されております。

4ページをお開き くだ さい 。 これが障がい者制度改革推進会議の 2次意見とい

う こ とで ，制度改革の意見でございますけれども ， これはいわゆる障害者基本法

の改正とい うこ とで ，障害者基本法改正の骨子となるものであろうかと思います。

御覧のよ うな項目で障害者基本法の改正をする とい う こ とでございます 。左の方

の基本制度の２ ）でございます。障害者基本法の定義となる障害者の範囲とい う

こ とでございます。 これまではご承知のとお り ３障害 ，身体障害 ・知的障害 ・精神

障害とい う こ とで大き く ３つの障害とい う こ と を障害者基本法でも載せており ます

が ， これがいわゆる ， 「 医学モデル 」医療サイ ドから見た定義とな り ますが ，今度

の改正法は 「社会モデル 」 の考えを踏まえた障害のモデルの定義の見直し とい

う こ と が大 きな改正でなかろ う か と思ってお り ます 。社会モデルの考え方を踏ま

えた定義の見直しとい うのは非常に難しいこ とですけれども ，障害のあるとい う こ

と に加えて ，社会の側から障壁を作られている とい う方が障害者である とい う定

義になるのでなかろ うかとい うふ うに思っております 。そ ういったと ころをはじめと

しまして大きな改正になるのではなかろ うかとい うふうに思っております。

それから今まで ノーマライゼーシ ョ ン とい う言葉が出てお りま したけれども ，新

たにイ ン クルーシブな社会の構築 とい う こ と で ， ノーマラ イゼーシ ョ ン とい う のは
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障害のある方もない方もみんな等し く とい う考えでございますが，インクルーシブ

とい う のは さ らにそれに踏み込んで包み込む といいますか ，障害の個々の特性

を理解し ，それを社会全体で包み込んでいこ う と い う考え方である と理解を して

お ります 。 イン クルーシブな社会の構築とい うのが目的と されている と ころでござ

います 。 このよ うな ２次意見に従って今後障害者基本法の改正も進められていく

と理解しております。

5ページをお願いします。今度は障害者自立支援法に係る総合福祉部会の動

きでございますが ， これ も国の方では精力的に検討してお り ま して ，第 １期作業

チームの報告とい うのが 1月に ，それから第 2期作業チームの報告が 5月にとい う

こ と で ご ざいま し て ，新法の骨格を平成 23年度の 8月に出す とい う ス ケジ ュール

案に従って改正をしているとい うこ とでございます。

6ページをお願いします。先ほど申し上げました 12月に一部改正されました障

害者自立支援法でございます 。 これは趣旨のと こ ろに書いてお りますけれど も ，

障がい者制度改革推進本部におけ る抜本的な改革ができ る までの間において

障害者の地域生活支援のための改正である とい う趣旨でございます 。利用者負

担の見直しと ， これまで障害者自立支援法は応益負担でございましたけれども，

法律に応能負担 と明記してお り ます 。それから ，障害者の範囲の見直しとい う と

こ ろで これ まで も も ち ろん対象にはなっていたんですけれど も ， なかなか分か り

づ らか った発達障害 とい う言葉が障害者自立支援法の対象 と な る こ と と を明確

化してお ります 。相談支援の充実とい う こ とで ，障害のある方のための地域生活

支援支援のために相談支援とい うものが非常に重要だとい う認識のも とに，市町

村に基幹相談支援センターとい うものを設置，あるいは自立支援協議会という組

織があ り ますけれど も ， これを法律上明確に位置づける等の相談支援体制の充

実 と うのが柱の一つでございます 。それから障害児支援の強化とい う こ とで ，障

害児の施策については児童福祉法を基本として実施するとい う と ころは変わりま

せんけれど も ， こ れ までの障害児の施策を一元化す る といいますか ，障害種別

を障害児においても一元化してサービスをま とめてい く とい う方向の改正になっ

てお り ます 。それから地域における自立した生活のための支援の充実 とい う こ と

で ，グループホーム ・ ケアホームを利用するの際の助成の創設を検討するとい う

こ と と ，先ほど委員から御発言がございましたけれど も ，重度の視覚障害者の移

動を支援す るサービ ス を個別給付化する と い う こ と が盛 り込 まれてお り ます 。 こ

の詳細につきましては今後それぞれ出てこよ うか と思いますので，その内容を検

討して遺漏のないようにしたいと思っております。

7ページをお開き くだ さい 。障害福祉計画でございます。障害福祉計画は，障

害者自立支援法に基づきま して必要な障害福祉サービスの提供体制等を目標

値 と し て定めま し て必要な福祉サービ ス量を目標 と し て あげて計画的な実施を

推進する とい う ものでございます 。 これは障害者自立支援法に基づいて制定す

る とい う ものでございますが，計画期間とい う と ころでございます。平成 18年度か

ら 3年間を第 1期計画期間として策定しまして平成 21年度から平成 23年度までの

間を第 2期計画期間とい う こ とで ，現在 ，障害者福祉計画の第 ２期計画を持って
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いる と こ ろです 。平成 23年度までの計画期間でございますので ，平成 24年度か

ら 3年間になろ う と思いますが第 ３期計画を策定する とい う こ と になってございま

す 。先ほど申した とお り一方で障害者自立支援法を廃止して新たな法律が平成

25年 8月にできる とい う こ とであ り ますので， この障害者福祉計画も 3年間の計画

を策定しているその間に根拠とな ります障害者自立支援法が廃止になるとい う こ

とになるわけでございますけれども，その際にはまた新たな法律に基づいた見直

し とい う こ と があろ うか と思います 。来年度につきま しては ，第 3期の障害福祉計

画を策定したいと考えております。 これにつきましては， この審議会におきまして

も御議論 ・ 御意見を賜 り たい と思ってお り ますので来年度に次回審議会を開か

せていただきまして障害者福祉計画第 3期について ，第 2期までの実績を踏まえ

た形で第 3期の計画について御審議賜りたいと思っております。

8ページをお願いします 。先ほどの障害者福祉計画第 2期の概要 とい う こ と で

説明を させていただ き ます 。障害者福祉計画の基本理念 と し ま し ては ，障害者

基本法の理念を踏 まえつつ具体的なサービ スの障害者福祉計画を策定する と

い う こ とで ３つ理念をあげてお ります 。障害者の自己選択と自己決定を尊重する

というのが１点目， ２点目としましては実施主体を市町村に統一する方向である，

それから ３障害に分かれてお り ます制度の一元化の方向である とい う こ とでござ

います 。 ３点目は地域生活への移行 ・就労支援そ ういった課題に対応したサー

ビス提供態勢の整備が基本理念になっております。提供確保の基本的な考え方

とい う こ とでございますが，数値目標を設定して ，そのために必要となるサービス

量を見込んで計画的な整備を行 うためのものでございます。 ４点ほど挙げており

ます。訪問系サービス ・日中活動系サービス ・ グループホーム等の充実それから

福祉施設か ら一般就労への移行の推進 ，そ う い った こ と を基本的な考え方 と し

てあげてお り ます 。目標と しま しては ，平成 23年度を目標年度として数値目標を

設定 します とい う こ と で ， これは国の方の指針に従いまして各県が策定をした と

いうこ とでございます。

9ページをお願いします 。第 3期障害福祉計画の考え方でございます 。基本理

念のところでございます。第 2期障害福祉計画の基本理念の考え方をそのまま踏

襲する ， その中で必要な時点修正を行 う とい う こ と で ご ざいます 。計画期間 と し

ま しては平成 24年度から平成 26年度までの 3年間 と します 。ただし ，障害者総合

福祉法 （仮称 ） でございますが ，平成 25年 8月の実施を目指してい る ， とい う こ と

は計画の根拠とな り ます障害者自立支援法がそれまでに廃止と される とい う こ と

でございますが ， この計画期間中にこの計画を見直す可能性がある ，そ うい う前

提で策定をす る と い う こ と で ございます 。 それから ３点目 。児童福祉法に基づ く

障害児に係るサービスについては，法律上策定義務はな く任意とい う こ とになっ

て ござい ますが ，都道府県の判断で障害児に係 るサービ スの提供体制の整備

方針といこ と も この計画のなかで定めることが望ましいとなってございます，以下

詳細につきましては御覧いただきたい と思いますが， こ この部分で先ほど申し上

げました第 ３期障害福祉計画を考え ，そ し て第 2期障害福祉計画の実績につい

ては，現在まとめよ う と している と ころでございますので次回のこの審議会の場に
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障害福祉計画につきましても議題としてあげさせていただいて御意見を賜りたい

と思っております。以上でございます。

あ りが と う ございました 。それでは委員の皆様から御意見等を伺いたいと思い会 長

ます。いかがでしょ うか。はい，ど うぞ 。

移動支援 と グループホームの こ と についてお尋ね し ます 。 まず 1点は移動支○○委員

援，徳島市は 30時間いただける こ とになったんですけども ，移動支援とい うのは

身体介護を伴 う通院には使えないのですか， とい う こ と を以前から質問させてい

ただいているんですけども ，それに使う と利用時間が増えるとか色々な理由でで

きないとい う こ とだったんですけども ，他県では使っている とい う話を聞いたんで

す 。先日香川県の方に伺ったら ，香川県では使える とい う こ となんですが ， これ

は市町村が行う こ となんですけども徳島県が身体介護を伴 う通院に使えるとい う

こ とに決めれば使えるとい うこ となのでしょ うか。

通院につき ま しては 2つサービスがあ り ます 。個別給付 とい うの と地域生活支事務局

援事業と大き く分かれてお りまして ，個別給付とい うのは全国一律のルールで実

施している給付です。地域生活支援事業とい うのは各市町村が地域の特性等に

応じて自分たちで要綱を設けて行って くだ さい とい う給付です 。通院につきま し

ては個別給付のホームヘルプサービスの方で使える部分があ ります 。徳島県の

場合は市町村については通院は基本的にはそちらの方で使って くだ さい とい う

考え方になっております。

前から申 しているんですけど も ，家事援助と時間数を割っているので ，すご く○○委員

不便なんです。持病等があって定期的に通院しなければならない方もいると思 う

んですけど も ，そ う じ ゃな く て例えば風邪等，必要に応じて通院する方 もいて月

割になっているんですよね 。通院の身体援助と家事援助の時間を割るわけです

から ，通院しない時間を家事援助に使 う こ とはで きないんですよね 。前にも申 し

上げていたんですけども ，移動支援だったら病気にかか りながら遊びに行 く とい

う こ と はなかなかない と思 うのであ ま り外出 しない と思 うんです 。融通が利 く とす

ご くいいなというのが周りのみんなの要望なんですけれども。

なぜ市町村が地域生活支援事業の移動支援の方で通院を出したがらないか事務局

と い う と ，や っぱ り地域生活支援事業とい うのは予算が限られているんです 。個

別給付では経費は必要な分だけ国が負担 して くれ るので ，上限があ り ません 。

地域生活支援事業は所定の予算の中で執行しなければならない とい う こ と で ，

移動支援で予算を使ってし ま う と他の部分で足 り な く な る と い う こ と で個別給付

で使える分については個別給付を優先してくださいという考え方なんです。

でしたら ，今いただいている 30時間は使えるとい う こ とですよね。○○委員
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そうですね。事務局

その中で，その時間を外出しよ うが病院に行こ うが ，利用者側からすれば同じ○○委員

ではないかと思うんですけれども違うのですか。

同じ よ うに思えますが，微妙に違 うんです 。 30時間出してますよね 。大体毎年事務局

どれ ぐ らい使っている とい う のがあ り ます よね 。 30時間全部使っている方 もいれ

ば全部使っていない人もいて ， これ も使えますよ とする と ， も っ と使って く るので

はないかということを考えているわけです。

それではなぜ 18時間が 25時間に増え ， 25時間が 30時間に増やせていただけ○○委員

たのかなって思 うんですよ 。病院に行かなかったら困るけど ，別に遊びだけでは

な く私は審議会に来るのと日々の買い物に移動支援を使わせていただいている

んですけれども ，どちらかという と病院に行くときに付添がないのが困るんではな

いのかと思うんですけど。

市町村の予算の事情も県で分かるので，市町村の方の判断にお任せしている事務局

状態です。市町村が両方使えるといったらいいんですけど。

香川県は と言ったんですけど も ，県ではな くてその市町村では使える とい う こ○○委員

と なんでし ょ うか 。その方は香川県全域で使えるとい うふ うにおっしゃていたんで

すけども。

香川県全域で使えるのか一部の市町村で使えるのかは私もち ょ っ とわか らな事務局

いんですけどもね。

それに関係 もあ るんですけれど も ，地域で暮 ら し てい く ために肢体不自由の○○委員

方のグループホームも 1年前からできたんですけれども ，徳島県にはまだないで

すよね 。そのグループホームのこ と なんですけど も ，考えてみたら知的障害など

の方には利用しやすいと思 うんですけども ，肢体障害の方にはど う も利用しに く

い気がするの と ， グループホーム とい うのはど うい う位置づけなんでし ょ う か 。施

設なので移動支援等は使えない 。お金の方も特別障害者手当も貰えない とい う

こ とは施設体系になるんですけども ，家賃も必要で，施設は利用料割引があ りま

すけれど も ， グ ループホームは手元にほ とん どお金が残 らないって聞いたんで

す 。年金が 8万 あって も食費など色々支払 う と ほ と んど残 らない と聞いたんです

けども ，グループホームとい うのはど うい う位置づけなのかと思いまして 。先日京

都作業所連合会の地域で暮らすグループホーム ・ ケアホーム とい う分科会に出

させていただいて ，全然分からないのでいろいろ聞かせていただいたんですけ

ど も 。すご く疑問に思 う し肢体障害の方が 4人で職員が 2人で 3， 4日夜勤を して

いる とい う話を聞いたんです 。知的障害者のよ うに着替えの介助など，すべて介
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助が必要とい う こ とはないでし ょ うが ，その入所者の中に介助の必要な方が何人

かいた ら施設的に も ト イ レや入浴の こ と などあ り ます し ，同時間に行わなければ

いけない こ と も あ る し ，全国的にその よ う な状態だ と聞いたのですが ，それで肢

体障害者のグループホームの運営って可能なんで し ょ う か 。移動支援など も使

えない し病気の と きは家族が来て病院に連れて行っている ， それなら グループ

ホームに住まな くて も家で住んでいたらいいとい うふ うに思 うんですけども ，いざ

とい う と きに家族を呼ばなければいけないグループホーム とい うのは意味がある

のかとすごく疑問に思ったんですけどもそのあたりほど うお考えでしょ うか 。

も と も と 身体障害者の方を対象 と し た グループホーム ・ ケ ア ホーム とい う のは事務局

念頭になかったんです 。最初は知的 と精神障害の方のみを対象と したサービス

だったんですけども ，身体障害者のグループホームも とい う声があがって新たに

追加を されたのですが ，確かに身体障害の方がグループホームを利用する とい

うのは委員が言うよ うに馴染まない部分があるのかもしれません。

現在 ，障害者自立支援法で施設に入所できるのは区分 ４以上ってなっている○○委員

じ ゃないですか。区分 ４ とい うのは私が区分３なので私ぐらいの障害程度では入

所できない とい う こ と なんですけど も ，私は今一人暮 ら しではないんですが ，そ

れでもって一人暮らし とい うのは今のヘルパーさんが入って くれている時間で一

人暮ら し とい うのはなかなかでき るかど うか ，以前の何日使って も 120時間 とい う

と こ ろ であれば大丈夫だ と思 う んですけど も ，家事援助で週 8時間来て も ら っ て

い ます 。 週 8時間使った ら時間がいっぱいで身体介護にほ とん ど使えないんで

す 。そ うい うので一人暮らしできるかって言ったら ，できなかったら施設が段々定

員を減らしてい く方針ですから ，グループホームかケアホームに入居する方法し

かない とな り ます と ，偶然みんな区分 3で車いすの方が 4人暮らす と します。人に

よって障害の程度が違うので一人暮らしならお風呂等も自分が入りやすいよ うに

工夫できるんですが，人によって使い勝手が違うので介助などが必要になると不

可能ではないか と思 うのですが ，政策的に区分 ４以上じゃない と施設には入所

できない ，区分 3の方が集まったら移動支援もないし通院介助を使えないし ，お

金 もない し とい う こ と に な り ます 。一人暮ら しであれば特別障害者手当が貰える

のだけれども ， グループホームに入居する と貰えない。お金もないしバスに乗れ

ないし ， タ クシーを使わない といけないし ， その よ う な方たちはどのよ うに して生

きてい く設定になっているのか と最近よ く思 うんですけど も ， ど う なっているので

しょ うか。

身体障害者の方のグループホームは本当に現実 として機能してい くのか とい事務局

う 部分については ， また きちん と調べてみたい と思いますのでよろ し くお願いし

ます。

はい，お願いします。会 長
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身体障害者のグループホームの件ですが ，徳島県では非常に遅れてお り ま○○委員

す 。障害者支援施設 ，全国の身体障害者療護支援協議会なんですけれど もそ

の中で も ，今かな り積極的にグループホームを作ってお り ます 。障害者支援施

設に入所されている方々は御存知のよ うに ，非常に障害が重度の方々で区分 ４

以上の方々がほとんどですね。そのなかでも地域移行を考えておられる区分 4，

3， 2， 1と い う方は ， 120人の施設で 4， 5人はおいでにな ります 。その方々が地域

移行でグループホームで生活でき るか と言えばそ うで も ない し ，逆に区分 5ぐ ら

いの方でも ，本人が本当に望むのであれば，地域移行の中でグループホームで

生活ができる とい う ケアプ ラン も立てる こ とができます 。今九州ブロ ッ クの方では

各県でも本当に身体障害者療護支援施設が母体となってグループホームを 2箇

所 とか 3箇所建築中のと こ ろがた く さんあ り ます 。 ど うい う程度の方が主に入居さ

れているのかとい う調査をしたわけではないんですが，かな り積極的にこの地域

移行支援をすすめている現状です 。いろいろなホームヘルプ とかデイサービス

とかサービスを使いながら ，家で生きがいのある生活をするとい うサービス とい う

建前なんですが ，やは り施設入所 と比べた ら費用もた く さんかか り ます し ，本人

は大変みたいなんですが ，やは り地域の中でみんな と一緒に ，一人間 と し て同

じよ うな生活ができる とい う こ とは非常に喜んでいるとい う こ とで ， しっか り支援を

している とい うふ うな状況があ ります 。ただ私どもも今グループホームを考えてい

るのですが ，対象者 と し ては 3人 ぐ らいはい るんですが ，や っぱ り グループホー

ムがいいのかな ， それ と も施設がいいのかな ，やっぱ り施設がいいなってい う よ

うな方々が非常に多いというのが現状です。

ありがと うございました。はい，ど うぞ。会 長

グループホームは日中は必ず出かけなければならない とい うのが前提ですよ○○委員

ね 。朝晩しか職員がいない とい う こ と で ，日中作業所かデイサービスなどど こか

に出かけるのが前提ですよね。

そういった縛りはないはずです会 長

でも昼間は職員いないんですよ。○○委員

グループホームは日中はホームヘルプを利用していただいて ，職員はずっ と○○委員

はいないんです。

ずっ とはいないんですよね 。基本的には朝夕にいる とい う こ と なんで ， この間○○委員

も質問したらどこかには出かけなばければいけないという こ とで ，何歳になっても

出かけなければいけないのかとい う話で，家でずっといて誰かにみてもら う とい う

こ とはできないんですよね。



- 20 -

前から議論になっているんですけど も ，徳島県は施設整備に力を入れている○○委員

か らで し ょ う か ，在宅で暮 らす障害者のための支援が少ない 。香川県では在宅

の方のための支援に力を入れている 。だから在宅でいて移動支援が使えないか

と言っているわけです。それは市町村長の裁量ですから ，県が指導して使えるよ

うに して欲しい とい う こ とです 。結局グループホームに入居して も ２ ４時間ホーム

ヘルパーは使えませんから意味がない。在宅支援が徳島県は遅れている 。施設

ばかり作っても，国も地方も財源が無くなったらどうしますか。大変ですよ。

どなたかど うぞ。会 長

今言われているの香川県 と京都のア ク ト式ですよね 。ア ク ト と い うのが立ち上○○委員

がって医療 ・保健機関等いろいろなサポーターが在宅の方たちを回って見守っ

て くれているのですね 。 2・ 3年前に京都のア ク ト とい う と ころをテレビで観たんで

すけれ ど も 。 こ の間阿南保健所に もあ ったんですけ ど も ， その と き に もや っぱ り

医療が在宅に来ていただきたい とい う こ とで ，なかなかお医者さんが回って これ

ない，できないとい うこ となんですけれども ，やっぱりアク トのよ うな形式はあった

らいいなってい うのが私たち願いですよね。それはどの障害種別であっても同じ

だ と思います 。お じいちゃんもおばあちゃん も元気な人であって も ，た まには来

ていただけた ら嬉 しいな と ， ち ょ っ と した心遣いで生活していければいいな と思

っているんで ，でき る こ と な ら京都みたいなこ とを実施してほしいなとい う要望で

す。あ りがと うございました。

はい ，あ りが と う ご ざいま した 。今の御意見 ・御要望等この会議は県の施策推会 長

進協議会ですから ，施策の方で生かしていただ く こ と と ，施策だけではな く地域

の方々への支援も必要だ と思いますし ，そ うい う こ と も含めて行政に活かしてい

ただくとい うこ とでよろしいでしょ うか 。

はい，ど うぞ 。

あ りが と う ご ざいます 。今の御意見を確認 ， ま とめていただいてあ りが と う ござ事務局

い ます 。大 き な流れ と し ま し ては ，施設か ら地域へ とい う流れがあ る なかで ，○

○委員からは徳島県 と香川県の違いとい う話 もあったし ，○○委員さんからもそ

う い う意見がございま した 。 あ と 京都の例もいただ き ま し た 。我 ら と しては ，他県

の例も踏まえて在宅の支援 とい う のが足 り ていない とい う御意見も頂き ま し たの

で ，そ ういった点で他県の状況を踏まえながら ，反映させていただきたい と思っ

ております。よろし くお願い申し上げます。

その他に御意見等ございませんで し ょ う か 。 よ ろ しいで し ょ う か 。 21日 の福祉会 長

新聞の第 1面に東北大震災の日の 11日の早朝 ，改革推進会議で障害者基本法

が改正された とい う案ですね ，ただしその日の午後地震があったので本当は 11
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日に推進本部で了承し ， 14日に推進会議， 15日に閣議決定とい う運びだったん

ですが ，震災に よ ってそれが大幅に延期になった と い うふ う な記事が 21日の福

祉新聞の第 1面に出ております。いろいろな審査会にしろ ，委員会のすべて先送

り と なっ てお り ますので ，心配する面が多々あるんですけど も ，い ろいろな御意

見を頂きました 。それぞれに所属されている団体な り ， あるいはインターネッ トで

見ればパブッ リ ク コ メン トを含めて，厚生労働省にも意見を出せるよ うになってお

り ますので ，そ う い う機会 も活かしながら ，徳島県な りの障害者施策が進んでい

くよ うにしたいと思いますのでよろし くお願いします。

それでは ，障害者施策の動向とい う こ とでお話をしていただきま した 。色々な

御意見をぜひ県 ・国に反映させていただ くよ うにぜひお願いします。本日の議事

が終わ り ま し たが ，他に御意見等ございま した ら御発言をお願いします 。 よ ろ し

いでしょ うか。

はい，ど うぞお願いします。

今 ，在宅の話になっていますけども ，やは り 20年 ， 30年先を考えた ら ，施設も○○委員

ま た必要になって く る と思 う んです 。やは り両面から考えていただ く とい う こ と が

非常に大事じゃないかと思います。それとも う 1点教育のこ とについてですが，私

が診て る患者 さんな ど の話 とか学校の先生 と話 し ます と き に学校においでる校

長先生の姿勢によって非常に方向性が変わる とい う こ とがございますので， これ

は国や県の制度も関わって く るか も しれませんけれど も ，やは り校長 ・教頭試験

のときに特別支援教育のこ とを必須問題に入れていただ く とかそ うい う勉強の機

会をつくっていただければと思います。御検討よろし くお願いします。

はい，ど うぞ 。会 長

貴重な御意見ありがと う ございます。このことにつきましては教員を採用してい事務局

る課もし くは課長の方へこの会で出た意見としてお伝えしておきます 。あ りが と う

ございました。

あ り が と う ご ざい ま した 。他にございませんでし ょ う か 。 よ ろ しいでし ょ う か 。 そ会 長

れでは本日の障害者施策推進協議会の議題すべて終了するこ と と し ます 。それ

から ，今回の協議会に関する議事録の公開内容は，私に一任させていただいて

よろしいでしょ うか 。 よろし くお願いします。それでは ，これをもちまして本日の会

議を終了させていただき ます 。年度末のお忙しい中 ，お集ま りいただきあ り が と

うございました。最後に事務局の方から連絡事項等よろし くお願いします。

来年度の協議会につきましては，今後の国の動向等を踏まえながら開会時期事務局

を検討するこ とに してお り ます 。日時等が決定しました ら文書にて御案内させて

いただきますので引き続きよろしくお願いします。
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以上をもちまして平成 22年度徳島県地方障害者施策推協議会を閉会します。

本日は誠にありがと うございました。


